
『自転車運転者講習』対象となる16の危険行為
都道府県公安委員会は、規定の「危険行為」を反復した（３年以内に２回以上）自転車運転者に

対し、「自転車運転者講習」の受講を命じることができます。（道路交通法第108条の３の５第２項）
「自転車運転者講習」（対象年齢：14歳以上、講習時間：３時間、講習費用：6,150円）
受講命令を受けてから、３ヶ月以内に講習を受講しなかった場合、５万円以下の罰金となります。
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信号無視
信号機や警察官の
手信号等を守らない行為
（道路交通法第7条）

通行禁止違反
通行が禁止されている道
路や場所を通行する行為
（道路交通法第８条第１項）

歩行者用道路における
車両の義務違反
歩行者用道路で、歩行者
に注意を払わない行為等
（道路交通法第９条）

通行区分違反
歩道通行できる場合以外で、
自転車が歩道を通行したり、
道路の右側を通行する行為
（道路交通法第17条第１項、第４項又は第６項）

路側帯通行時の
歩行者の通行妨害
路側帯で、歩行者の通行
を妨げる行為
（道路交通法第17条の３第２項）

遮断踏切立入り
警報器が鳴っているときや
遮断機が閉じているとき等
に踏切内に入る行為
（道路交通法第33条第２項）

交差点安全進行義務違反等
交差点で、優先道路を進行
する車両や左側から来る車
両の通行を妨げる行為等
（道路交通法第36条）

交差点優先者妨害等
右折する場合に、直進車
や左折車等の進行を妨
げる行為
（道路交通法第37条）
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環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点内で車両
の通行を妨げる行為等
（道路交通法第37条の２）

指定場所一時不停止等
一時停止標識を無視して
交差道路を通行する車両
の進行を妨げる行為
（道路交通法第43条）

歩道通行時の通行方法違反
歩道を通行する場合
に、歩行者の通行を
妨げる行為
（道路交通法第63条の４）

制動装置不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり
ブレーキの性能が不良の
自転車を運転する行為
（道路交通法第63条の９第１項）

酒気帯び運転等の禁止
酒気を帯びた状態で
自転車を運転する行為
（道路交通法第65条第１項）
※これまでは酒酔い運転のみが対象

安全運転義務違反
ハンドルやブレーキを適切に
操作せず、また、他人に危害
を及ぼす速度や方法で運転
する行為 （道路交通法第70条）

携帯電話使用等
携帯電話等を手で持って
通話したり、画像を注視
しながら運転する行為
（道路交通法第７１条第５号の５）

妨害運転

令和６年11月１日の
改正道路交通法施行に伴い追加 令和７年５月

他の車両等の通行を妨害する
目的で、急な進路変更をしたり、
ベルを執拗に鳴らす行為等
（道路交通法第117条の２第１項第４号、第117条の２の２第１項第８号）


